
 

 

１ 対象月1・基準月の月間売上額2
を計算してください。（⇒方法は次ページを参照ください。） 

 対象月：令和３年４・５・６月 

 基準月：平成３１年（令和元年）又は令和２年3における対象月と同じ月 

（例）対象月を令和３年４月とした場合、基準月は平成３１年又は令和２年の４月となります。 

 

２ 対象月の月間売上減少率を下記の通り計算してください。 

対象月の月間売上減少額 ＝ 基準月の月間売上額－対象月の月間売上額 

対象月の月間売上減少率 ＝ 対象月の月間売上減少額／基準月の月間売上額×１００ 

 月間売上減少率が３０％未満の月は支給対象外です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 令和３年４・５・６月のうち、平成 31 年（令和元年）又は令和２年の同月比で売上が 30％以上減少した月 

2 下記の考え方による月間の事業収入等から、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策によ
り得た給付金、補助金、助成金等を差し引いた額 

①中小企業等の場合 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第１項第３１号に規定する確定申告書の別表１における
「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方による 

②個人事業主等の場合 年間の個人事業収入（個人確定申告書の第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と
同様の考え方による 

③主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活
動からの収入で、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるもの 

3 対象月ごとに、どちらかの年をご選択ください。ただし、対象月について国の月次支援金の給付決定を受けている場合に
は、国の基準年と同一の年を選択してください。 

支給額 
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　 A

円

月間売上減少率

（小数点第２位を切り捨て）

円

対象月の月間売上額

   基準月の月間売上額 
※

　 (A-B)/A×100

％

月間売上減少額

　 B

　 A-B

月間売上額に関する情報

酒類販売事業者の情報

円

【月間売上額の減少状況】

基準月の月間売上額 円

月月対象月

様式第１号

２ページ目

5

円

　酒類販売事業者である

6

　※ 該当する場合は必ずチェックしてください。

国支援金の申請番号

（国支援金の給付が「あり」の方のみ記載してください）

国支援金の給付額

（国支援金の給付が「あり」の方のみ記載してください）

　あり 　なし国支援金の給付

円

　なし 　なし

円円

〇 本申請にかかる対象月を一番上の欄に記入し、チェックをつけてください。

〇 対象月とは、令和３年４・５・６月のうち、平成31年（令和元年）又は令和２年の同月比で売上が30％以上減少した月のことをいい、

    基準月とは、平成31年（令和元年）又は令和２年における対象月と同じ月のことをいいます。

〇 基準月の月間売上額（Aの金額）については、確定申告書類等に記載されている月間売上額を基に記入してください。

　 ※ 個人事業者等の方で、白色申告の場合などにより基準月の月間売上金額が確認できない場合は、基準月の月間売上額（Aの金額）は

　　　 「年間売上額÷12」により算出した金額を記入してください。

   ※ 個人事業者等の方で、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告をしている場合は、基準月の月間売上額（Aの金額）は「年間業務

       委託契約等収入額÷12」により算出した金額を記入してください。

〇 対象月の月間売上額（Bの金額）については、添付書類として提出する売上台帳等に記載されている月間売上額を記入してください。

〇 基準月、対象月ともに、月間売上額には新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助

　　金、助成金を除いた額で記入してください。

〇 本申請にかかる対象月について 、国の月次支援金（以下「国支援金」という）の給付を受けている場合には、国支援金の申請番号及び

    給付額を記入してください。

売上減少率

（小数点第２位を切り捨て）

【国支援金の給付状況】

％％

対象月の月間売上額 円 円

月

円

％

売上減少額

円

円

コピーして使用してください

  ※ 酒類販売事業者とは、申請日において酒税法（昭和15年法律第35号）第７条に規定する酒類の製造免許又は第９条に規定する酒類

　　　の販売業免許を受けている事業者をいいます。
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【個人事業者等（白色申告等）の場合】
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令和3年 4月

伝票番号 売上日 得意先名 内容 売上(税込)

00001 3 〇〇商店 売上 55,000

00002 10 有限会社×× 売上 65,000

17 ●●給付金 100,000

00004 25 ▲▲カンパニー 売上 30,000

4月 合計 250,000

売上帳

上記売上に含まれる新型コロナウイルス対策助成金等の額：100,000円

差引合計額：150,000円

基準月を含む年度の確定申告書(B)第一表

「事業」の欄(㋐と㋑)の
合計額を12で割った額

国や地方公共団体の新型コロナウイルス対策の助成金等（持続化給付金など）を除外※

確定申告書類の法人概況説明書（２ページ目）
※基準月を含む事業年度

【月間売上減少率の算出方法】

申請書（様式第１号）
２ページ目

令和３年対象月の売上台帳等

※新型コロナウイルス対策の助成金等とは、
新型コロナウイルス感染症対策として国又
は地方公共団体による支援施策により得
た給付金、補助金、助成金等を指します。
例）持続化給付金、家賃支援給付金等

対象月・基準月ともに、月間売上額から
これらの金額を除いてください。



３―① 月間売上減少率が５０％以上の月は国月次支援金に加算して支給 

▶５０％以上 

１ 対象月の月間売上減少額―国月次支援金の給付額 

２ 支給上限額 

中小企業等 

酒類販売事業者（※） 20 万円／月 

その他の事業者 ５万円／月 

個人事業者等 

酒類販売事業者（※） 10 万円／月 

その他の事業者 2.5 万円／月 

※申請日時点で有効な酒税法第７条に規定する酒類の製造免許又は同法第９条に規定する酒類の販売業免許

を受けている者 

  ひと月あたり１か２のうちいずれか少ない金額を支給 

 

３―② 月間売上減少率が３０％以上５０％未満の月は都独自に給付金を支給 

▶３０％以上５０％未満 

１ 対象月の月間売上減少額 

２ 支給上限額 

中小企業等 

（業種は問いません） 
10 万円／月 

個人事業者等 

（業種は問いません） 
５万円／月 

 

 ひと月あたり１か２のうちいずれか少ない金額を支給 

 

 

 

１ 対象月の月間売上減少率が 50％以上の場合 

申請者が国月次支援金の給付を受けた場合は、支給上限額を限度として、国月次支援金の給付

額を対象月の月間売上減少額から差し引いた額が、支給額となります。 

したがって、対象月の月間売上減少額の全額が国月次支援金によって補填されている場合には、

給付金は支給されません。（次ページ図） 

支給額の考え方 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対象月の月間売上減少率が 30％以上 50％未満の場合 

 売上減少率が 30％以上 50％未満の場合、支給上限額を限度として、対象月の月間売上減少額

が支給額となります。 

 

 
都の 

月次支援給付金 
（支給上限額） 

対象月の

月間売上 

減少額 

国月次支援金 

〈③不支給の場合〉 〈②減額される場合〉 〈①全額支給の場合〉 

減
額 

支
給 

都の 

月次支援給付金 

（支給上限額） 

国月次支援金 

国月次支援金 

※月間売上減少額 ＝   基準月の月間売上額 － 対象月の月間売上額 

都の 

月次支援給付金 

（支給上限額） 


